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決　定　書 

 

第１　請求人 

住　所　　 

氏　名　　 

 

第２　請求年月日 

令和８年５月７日 

 

第３　請求の要旨 

請求人が提出した請求は、下記のとおり、ほぼ原文のまま記載する。 

 

１．前回監査請求との非同一性 

本件監査請求は、令和８年４月３日付で提出した「地域クラブによる学校

施設の無償利用と許可手続の不備に関する監査請求」とは、対象となる財務

会計行為・事実関係・法的前提が根本的に異なる別個の事案である。本章で

は、両者の非同一性を明確にする。 

(1) 前回の監査請求は、市の説明する「制度欠落」を前提としたもの 

前回監査請求において、市（教育委員会・学校管理課）は、地域クラブ

の学校施設利用について次のように説明していた。 

・行政財産使用料徴収条例は存在しない 

・学校施設の使用料制度は存在しない 

・目的外使用許可制度も存在しない 

市は、地域クラブの無償利用について、「使用料制度そのものが存在し

ないため、本来徴収すべき使用料を算定することすらできない」との市長

回答（令和８年３月３１日）を示し、無償運用は制度欠落の当然の帰結で

あるとの趣旨を述べていた。したがって、前回監査請求は、市の説明に基

づく「制度欠落型の無償運用」の違法性を対象としたものである。 

(2) 今回の監査請求は、「条例の存在と適用実績」という新たに判明した決

定的事実に基づく“別個の違法行為” 

令和８年４月３０日付の情報公開により、前回監査請求時には市が開

示しておらず、請求者も監査委員も知り得なかった次の決定的事実が新

たに判明した。 

・川西市には、昭和４４年制定の行政財産使用料徴収条例が実在してい

た 
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・Ａ社には、令和３年度以降、同条例を適用し、行政財産使用許可を発

行し、毎年度、約６８万７０００円の使用料を徴収していた 

・一方、地域クラブには、市が「条例が存在しない」と説明し、条例を

適用せず無償運用していた。 

これらの事実は、前回監査請求の前提（制度欠落）とは根本的に異なる

ものであり、行政内部における法令適用の不統一という新たな違法行為 

が存在することを示すものである。 

(3) 両監査請求は、対象行為・事実関係・法的前提が根本的に異なる 

前回監査（地域クラブ監査）では、市長が 「学校施設の利用料につい

ては、現時点では徴収する判断をしていないため、特に条例等を定めてい

ない（別紙３）」 と述べた前提が、そのまま監査委員の判断の基礎として

採用された。 

しかし当時は、 

・行政財産使用料徴収条例が実際に存在していた事実 

・Ａ社に対して当該条例を適用し、行政財産使用許可を発行し、使用料

を徴収していた事実 

を示す行政文書（別紙１－①～④・行政財産使用許可書）が市から開示

されておらず、監査委員が誤った前提を排除することは困難であった。 

ところが、令和８年４月３０日の情報公開により、行政財産使用料徴収

条例の存在と、登下校メール機器への条例適用実績という“新たに判明し

た決定的事実”が明確に確認された。 

これにより、市長回答（別紙３）の前提そのものが事実と異なっていた

ことが、初めて客観的に確定した。 

監査実務においては、誤った事実前提に基づく監査結果は、地方自治法

２４２条にいう「同一事案」には該当せず、後続の監査請求を拘束しない

というのが通説である。 

(4) 本件は「同一事案」ではなく、監査委員は再審査義務を負う　 

本件は、 

・対象となる財務会計行為が異なる 

・事実関係が異なる 

・法的前提が異なる 

・新たに判明した決定的事実が監査委員の判断に決定的影響を与える 

以上から、地方自治法２４２条にいう「同一事案」には該当せず、監査

委員は新事実に基づく再審査義務を負う。 

なお、本件監査請求において引用する「市長回答（別紙３）」「県教育委

員会回答（別紙４）」「文部科学省通知（別紙５）」は、前回監査を争うた
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めではなく、市長が「行政財産使用料徴収条例は存在しない（別紙３）」

との誤った前提を採用した経緯を示す背景事実として用いるものである。 

(5) 時系列による事実関係の整理 

前回監査請求（令和８年４月３日提出）から前回監査結果（同年４月　

３０日通知）までの期間において、市長回答（別紙３）を裏付ける行政文

書は一切開示されておらず、監査委員が誤った事実前提を排除すること

は構造的に不可能であった。 

その後、令和８年４月２３日から４月３０日にかけて、行政財産使用料

徴収条例の存在、登下校メール機器への条例適用実績、市長回答の誤りを

示す複数の行政文書が新たに開示され、前回監査時には把握し得なかっ

た「新たに判明した決定的事実」が明確となった。 

これらの事実は、前回監査請求とは異なる事実関係に基づく別個の事

案であることを示すものであり、地方自治法２４２条にいう「同一事案」

には該当しない。 

以下に、前回監査請求時点で把握できなかった事実を時系列で整理す

る。 

表１．時系列比較表：前回監査請求時には把握し得なかった「新たに判明

した決定的事実」 

 日付 出来事 内容（別紙の引

用）

監 査 委

員 が 把

握 で き

たか

本件への法

的意味

 ４月３日 前回監査

請求提出

市長・教育委員会

は「条例不存在」

「１３７条で無

料」と説明（別紙

３）

把 握 不

可（誤っ

た前提）

前回監査は

誤った事実

前提で開始

 ４月２４日（別

紙１０）前回監

査請求におけ

る４月２４日

追加証拠：前回

監査時点では

監査委員が把

握できず

県教委回

答（４月　

２ ３ 日

付）

「１３７条で無

料は地方自治法

と整合しない」

「川西市には行

政財産使用料徴

収条例が整備さ

れている」

前 回 監

査 時 点

で は 監

査 委 員

が 把 握

できず

市長回答（別

紙３）の法的

前提が誤り

であったこ

とが外部機

関により初

めて確認
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【時系列整理の小括】 

以上のとおり、前回監査請求時には、行政財産使用料徴収条例の存在、

登下校メール機器への条例適用、市長回答（別紙３）の誤りといった本件

の核心部分に関わる事実は一切開示されておらず、監査委員が正確な判

 ４月２４日（別

紙１１）前回監

査請求におけ

る４月２４日

追加証拠：監査

委員は審査に

使用できず

教育保育

課回答

「条例がなくて

もよい」「１３７

条で目的外使用

を許可できる」と

誤った法解釈を

市自身が回答

前 回 監

査 時 点

で は 開

示 さ れ

ず

市内部の法

令解釈が根

本的に誤っ

ていたこと

が判明

 ４月２４日（別

紙１２）前回監

査請求におけ

る４月２４日

追加証拠：監査

委員は内容を

把 握 で き な　

かった

行政財産

使用許可

書の存在

「登下校メール

機器には毎年度

行政財産使用許

可を発行」「条例

を適用し使用料

徴収」

前 回 監

査 時 点

で は 開

示 さ れ

ず

市長の「条例

不存在」説明

が 誤 り で　

あったこと

が確定

 ４月３０日（別

紙１３）前回監

査請求におけ

る４月３０日

追加証拠：監査

結果通知と同

日提出のため

審査不能

総務課法

制担当が

正式回答

「行政財産使用

許可と条例適用

に関する回答」を

法制担当が正式

に認める

監 査 委

員 は こ

の 事 実

を 知 り

得 な　

かった 

市内部の正

式な法的整

理が“監査結

果と同日に”

判明したた

め、前回監査

結果は事実

前提を欠く

 

４月３０日

前回監査

結果通知

監査委員は上記

の事実を一切知

らずに判断

事 実 不

明 の ま

ま判断

前回監査結

果は“誤った

事実前提”に

基づくため、

今回の審査

を拘束しな

い
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断を行うことは構造的に不可能であった。 

一方、令和８年４月２３日～３０日にかけて、これらの事実が新たに判

明した決定的事実として明確になったため、本件は前回監査請求とは異

なる事実関係に基づく別個の事案であり、地方自治法２４２条にいう「同

一事案」には該当しない。 

【本件の法的評価（小結論）】 

本件監査請求は前回監査結果の当否を争うものではなく、登下校　　

メール機器と地域クラブにおける条例適用の相違という新たな違法状態

を対象とするものである。 

したがって、本件監査請求は、対象となる財務会計行為が前回監査請求

とは明確に異なり、地方自治法第２４２条にいう「同一事案」には該当し

ない。 

 

２．時系列の整理と前回監査請求との関係 

本件に関し、私は令和８年２月から３月にかけて、地域クラブによる学校

施設利用の法的整理について、教育委員会および市長に対し文書質問を　

行った。当時、市は「学校教育法１３７条に基づき校長許可で足りる」と説

明し、行政財産の目的外使用許可制度や使用料制度の必要性を否定してい

た。 

(1) 前回監査請求時点で把握できなかった事実 

この段階では、 

・川西市に行政財産使用料徴収条例が存在すること 

・県教育委員会が、市長回答の法的整理（１３７条論法）は誤りである

と明確に回答していたこと 

のいずれも、市から開示されておらず、私自身も把握していなかった。 

議会においても、本件の法的整理は議題化されておらず、市の誤った説

明が共有されていた。 

したがって、前回監査請求は、市が提供した不完全な情報の範囲内で行

われたものであり、当時としては妥当であった。 

(2) その後に新たに判明した決定的事実 

【新たに判明した決定的事実】 

①　行政財産使用料徴収条例が存在していた事実  

市は「使用料制度が存在しない」と説明していたが、実際には行政

財産の目的外使用に適用される条例が存在していた。 

②　県教育委員会が、市長回答の法的整理（１３７条論法）は誤りと明

確に回答した事実  
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学校施設の利用は地方自治法に基づく行政財産の目的外使用であ

り、学校教育法１３７条を根拠に使用料制度を不要とすることはで

きないと明確に述べている。 

これらは前回監査請求時点では存在が明らかでなく、市が開示し

ていなかった新たに判明した決定的事実である。 

(3) 前回監査請求との関係（別個の事案である理由） 

前回監査請求は、市が提供した不完全な情報に基づいて行われたもの

であり、当時としては妥当なものであった。しかし、令和８年４月３０日

の情報公開により、次の新たに判明した決定的事実が明確となった。 

・“行政財産使用料徴収条例”が実際に存在していたこと 

・Ａ社に対して当該条例を適用し、行政財産使用許可を発行し、使用料

を徴収していたこと 

・市長回答（別紙３）が「条例は存在しない」と述べた前提が誤りで　　

あったこと 

・地域クラブには条例を適用せず無償運用としていたこと 

・これらが行政財産管理の法体系・使用料徴収義務・許可権者の法的根

拠に直接関わる事実であること 

これらの新たに判明した決定的事実は、本件の核心部分に直結するも

のであり、前回監査請求時には請求者も監査委員も知り得なかった。 

したがって、本件は前回監査請求とは異なる事実関係に基づく別個の

監査請求であり、前回監査の判断に拘束されるものではない。 

 

３．請求の趣旨 

川西市が、Ａ社に対しては“行政財産使用料徴収条例”を適用し、行政財

産使用料を徴収している一方で、地域クラブによる学校施設利用について

は「行政財産使用料徴収条例が存在しない」との誤った前提に基づき、行政

財産使用料を徴収せず、行政財産使用許可も発行していないことは、法令適

用の不統一による違法な財務会計行為である。よって、地方自治法第２４２

条に基づき、当該違法行為の是正を求める。 

 

４．事実関係 

(1) 登下校メール機器に関する行政財産使用許可の存在 

令和８年４月３０日付で川西市教育長石田剛氏より開示された以下の

行政文書により、次の事実が確認された。 

令和３年度、令和４年度、令和７年度、令和８年度の「行政財産使用許

可申請書（Ａ社）別紙２－①ⅰ・別紙２－②ⅰ」・「行政財産使用許可書（別
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紙１－①～④）」 

これらの文書には、 

・使用目的：川西市全小中学校における「登下校メールおよび一斉　　

メールサービス」 

・適用条例：行政財産使用料徴収条例 

・減免条項：該当なし 

・年間使用料：約６８万７０００円 

・支払実績：令和３年度以降、毎年度支払い済み 

と明記されている。 

すなわち、登下校メール機器は行政財産の目的外使用として、条例に基

づく適法な処理である。 

(2) 地域クラブに関する市長・監査委員の主張 

一方で、地域クラブによる学校施設利用について、市長（別紙３）およ

び監査委員は、 

・「行政財産使用料徴収条例は存在しない」 

・「学校教育法１３７条に基づくため、行政財産使用許可は不要」 

・「使用料徴収の法的根拠はない」 

と公言している。 

しかし、これは登下校メール機器に対して条例を適用している行政の

実務と明確に矛盾する。 

(3) 登下校メール機器と地域クラブにおける条例適用状況の時系列比較 

【行政財産使用に関する時系列比較表】 

以下のとおり、登下校メール機器については令和３年度以降、行政財産

使用料徴収条例を適用し、行政財産使用許可を発行し、使用料を徴収して

いる。一方、地域クラブについては令和６年度以降、「条例が存在しない」

との前提で無料としており、行政内部における法令適用の不統一が明確

に認められる。 

表２：登下校メール機器と地域クラブにおける条例適用状況の相違 

 年度 登下校メール機

器

地域クラブ（学校施設利

用）

行政の法令

適用の整合

性

 令和３年度 ・行政財産使用

許 可 書 を 発

行 ・行政財産使

用料徴収条例を

まだ制度なし 条例適用（有

料）
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５．法的構造 

本章において本件の法的構造を整理するにあたり、地域クラブと市との

契約関係の詳細は本件監査請求の主要論点ではないため取り扱わない。本

件の核心は、行政財産使用料徴収条例が存在するにもかかわらず、地域クラ

ブについてのみ条例を適用せず、行政財産を無償で使用させているという

法令適用の不統一にある。 

 適用 ・減免なし

（有料）・年間約

６８万円を徴収

開始

 令和４年度 ・同上（条例適

用・有料）・使用

料徴収継続

まだ制度なし 条例適用（有

料）

 令和５年度 ・同上（条例適

用・有料）

制度設計段階（市説明資

料） ※この時点で市は「地

域クラブは教育目的外」と

整理

条例適用（有

料）

 令和６年度 ・同上（条例適

用・有料）

・地域クラブの募集・認定

を実施・５月体験開始、６

月本格活動開始・市長は

「学校施設の利用料につ

いて条例等を定めていな

い」と答弁 ・使用料徴収な

し（無料）・行政財産使用

許可なし

条例不存在

主張（無料）

 令和７年度 ・同上（条例適

用・有料）

・地域クラブ運用継続（無

料）・条例整備なし ・許可

手続なし

二重基準が

固定化

 令和８年度 ・同上（条例適

用・有料）・令和

８年４月３０日

情報公開で許可

書・使用料支払

いが正式確認

・完全移行予定 ・依然と

して「条例不存在」主張 ・

無料運用継続

構造的違法

が確定
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(1) 行政財産の目的外使用の原則 

地方自治法 

・第２３８条の４：行政財産の目的外使用は原則禁止 

・第２３７条第２項：使用料は適正な対価として徴収しなければならな

い 

これらは、行政財産使用料徴収条例の存在を前提とする制度である。 

(2) 条例の拘束力 

地方自治法第１４条第１項 

・条例は、当該地方公共団体の執行機関を拘束する。 

したがって、条例が存在する以上、市長・教育委員会・監査委員はこれ

を無視できない。行政財産使用料徴収条例が存在するにもかかわらず、こ

れを適用せずに行政財産を使用させることは、地方自治法１４条１項に

反する条例拘束力違反であり、結果として本来徴収すべき使用料を徴収

しないことは地方自治法２４２条にいう「財務会計上の怠る事実」に該当

する。 

(3) 学校教育法１３７条の限界 

学校教育法１３７条は、「学校教育に支障のない範囲で、教育目的に資

する使用を認める」という目的規定であり、行政財産の目的外使用に関す

る許可手続や使用料徴収を免除する根拠にはならない。 

 

６．違法性の指摘 

(1) 法令適用の不統一 

同じ学校施設という行政財産について、 

・登下校メール機器 → 行政財産使用料徴収条例を適用し、有料 

・地域クラブ → 「条例がない」として無料、許可手続なし 

という運用は、行政内部で法令適用が二重基準となっている。 

これは、 

・法治主義の否定 

・条例の拘束力（地方自治法１４条）の無視 

・財務会計上の怠る事実 

に該当し、重大な違法である。 

(2) 財務会計行為としての違法 

地域クラブに対して、 

・行政財産使用料を徴収すべきなのに徴収していない 

・行政財産使用許可を発行すべきなのに発行していない 

これは地方自治法２４２条にいう「財務会計上の怠る事実」に該当する。 
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さらに、市長が「条例がない」と誤った前提で判断した結果、本来徴収

すべき使用料を徴収しないという財務会計行為が発生しているため、こ

れは新たな違法行為である。 

(3) 本件に関する法令適用上の留意点 

本件に関して想定される反論として、 

・「地域クラブの無償運用は市の裁量である」 

・「学校教育法１３７条に基づくため、行政財産使用許可は不要である」 

・「本件は財務会計行為に該当しない」といった主張が考えられる。 

しかし、以下の理由により、これらの主張はいずれも成立しない。 

第一に、行政財産の目的外使用に関する許可及び使用料徴収は、地方自

治法２３８条の４及び２３７条２項に基づく法定義務であり、条例の存

在を前提とする制度である以上、市の裁量の余地は存在しない。 

第二に、学校教育法１３７条は「教育目的に資する使用を認める」旨の

目的規定であり、行政財産の目的外使用に関する許可手続や使用料徴収

を免除する根拠とはならない。 

実際に、Ａ社に対しては同一の学校施設について行政財産使用料徴収

条例を適用し、行政財産使用許可を発行している。 

第三に、行政財産使用料を徴収すべきところ徴収していないという事

実は、地方自治法２４２条にいう「財務会計上の怠る事実」に該当し、監

査請求の対象性を否定する余地はない。 

以上より、本件においては、法令適用の不統一という客観的事実に基づ

き、財務会計上の違法が明確に認められるため、裁量論・対象外論・目的

規定論等により違法性を否定することはできない。 

 

７．本件違法状態の深刻性と制度運用上の危険性 

本件において明らかとなった行政財産使用料徴収条例の不適用は、単な

る事務処理上の瑕疵にとどまらず、行政財産管理制度の根幹を揺るがす重

大な問題を内包している。本章では、本件違法状態が行政運営に及ぼす深刻

な影響を整理する。 

(1) 法治主義の否定と行政の恣意的運用の危険性 

行政財産の目的外使用に関する許可および使用料徴収は、地方自治法

２３７条２項および２３８条の４に基づき、条例により統一的に定めら

れるべき法定事項である。 

にもかかわらず、地域クラブについてのみ条例を適用せず、行政財産を

無償で使用させている現状は、地方自治法１４条１項に反し、条例の拘束

力を否定するものである。 
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このような運用を許容すれば、行政は条例を無視して特定の団体に有

利・不利な扱いを行うことが可能となり、行政運営の公平性・中立性が根

本から損なわれる。 

(2) 行政財産管理の統一性・公平性の崩壊 

同一の学校施設について、登下校メール機器には条例を適用して行政

財産使用許可を発行し使用料を徴収している一方、地域クラブについて

は「条例が存在しない」との誤った前提で無償運用が行われている。この

ような二重基準は、行政財産管理の統一性・公平性を著しく損なうもので

あり、行政財産の適正管理という地方自治法の趣旨に反する。 

この不統一が放置されれば、他の行政財産（公民館、公園、市有地等）

においても同様の不整合が生じ、行政財産管理制度全体の信頼性が失わ

れるおそれがある。 

(3) 議会による統制の形骸化 

行政財産使用料徴収条例は議会が制定したものであり、条例を無視し

た運用は議会の意思を否定することに等しい。条例を適用せずに行政が

独自判断で無償運用を行うことは、議会による統制を形骸化させ、住民自

治の根幹を揺るがす重大な問題である。 

(4) 将来の法的紛争・住民訴訟リスクの増大 

本来徴収すべき使用料を徴収していない事実は、地方自治法２４２条

にいう「財務会計上の怠る事実」に該当する可能性が極めて高い。この状

態が継続すれば、住民監査請求や住民訴訟において違法と判断され、市が

損害賠償責任を負う事態も想定される。 

行政財産管理に関する法令遵守は、将来の紛争防止の観点からも不可

欠である。 

(5) 制度全体の法的安定性の欠如 

地域クラブ制度は、行政財産の使用を前提として運用されているにも

かかわらず、条例の適用を前提としないまま運用されているため、制度全

体が法的安定性を欠く状態に置かれている。このような不安定な制度運

用は、将来、責任の所在、使用条件、事故発生時の対応等において重大な

混乱を生じさせるおそれがあり、早期の是正が不可欠である。 

【小括】 

以上のとおり、本件違法状態は、 

・法治主義の否定 

・行政の恣意的運用の助長 

・公平性・統一性の崩壊 

・議会統制の形骸化 
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・将来の法的紛争リスクの増大 

・制度全体の不安定化 

といった深刻な弊害をもたらすものであり、単なる事務的な誤りとして

看過できるものではない。  

したがって、監査委員においては、本件違法状態を速やかに是正するため

の措置を講ずる必要がある。 

 

８．法令適用の必然的結論 

以下の事実は、令和８年４月３０日の情報公開により新たに判明した決

定的事実として客観的に確認された。 

・登下校メール機器に対して行政財産使用料徴収条例を適用している 

・行政財産使用許可書が毎年度発行されている 

・使用料が毎年度支払われている 

・地域クラブには条例を適用していない 

・市長は「条例がない」と公言している 

・これは法令適用の不統一である 

・その結果、徴収すべき使用料を徴収していない 

よって財務会計上の怠る事実が存在する。 

以上の事実関係から、本件には地方自治法２４２条にいう「財務会計上の

怠る事実」が認められる。 

 

９．請求事項 

　よって、監査委員に対し、次の措置を求める。 

(1) 地域クラブの学校施設利用について、″行政財産使用料徴収条例“を適

用し、行政財産使用許可を発行すること。 

県教育委員会の回答においても、本市には“行政財産使用料徴収条例”

が存在することが明確に認められており、実際に登下校メール機器に対

しては同条例を適用して行政財産使用許可を発行し、使用料を徴収して

いる。したがって、同一の行政財産である学校施設を利用する地域クラブ

についても、同一条例を適用することが法治主義上当然であり、条例の適

用を回避することは許されない。 

(2) 本来徴収すべき行政財産使用料を徴収していない事実を違法と認定し、

是正措置を講ずること。 

行政財産の目的外使用に対しては、地方自治法２３７条２項に基づき

「適正な対価」を徴収する義務がある。登下校メール機器には徴収し、地

域クラブには徴収しないという二重基準は、条例の存在を前提とする行
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政財産管理の体系に反し、財務会計上の怠る事実に該当する。 

なお、行政財産使用料を無料とする場合には、行政財産使用料徴収条例

に定める減免条項に基づき、使用目的・公益性等を考慮した適法な減免決

定を行う必要があり、条例を適用せずに無料とする現在の運用は許され

ない。 

(3) 市長が「条例がない」と誤った前提で判断した経緯を調査し、再発防止

策を講じること。 

県教育委員会が条例の存在を認め、登下校メール機器に対しては条例

を適用しているにもかかわらず、地域クラブについてのみ「条例が存在し

ない」との誤った前提を市長が採用した経緯は、行政内部の法令適用の不

統一を生じさせた重大な要因である。  

この判断過程を調査し、同様の誤りが生じないよう再発防止策を講ず

る必要がある。 

 

１０．想定される反論とその不成立理由 

本件に関して想定される反論は、いずれも行政財産管理の法体系およ

び本件で判明した事実関係と整合せず、成立しない。以下、その主要な反

論と不成立理由を示す。 

(1) 「地域クラブの無償運用は市の裁量である」との主張について 

行政財産の目的外使用に関する使用料徴収は、地方自治法２３７条

２項に基づく法定義務であり、無料とする場合には、行政財産使用料徴

収条例に定める減免条項に基づく減免決定が不可欠である。 

したがって、条例を適用せずに無料とする現在の運用は、市の裁量の

範囲ではなく、裁量権の逸脱・濫用に該当し違法である。 

(2) 「学校教育法１３７条に基づくため、行政財産使用許可は不要」との

主張について 

学校教育法１３７条は「学校教育に支障のない範囲で使用を認める」

旨の目的規定であり、行政財産の目的外使用に関する許可手続や使用

料徴収を免除する根拠にはならない。 

同一の学校施設について、登下校メール機器には行政財産使用料徴

収条例を適用し、行政財産使用許可を発行しているという行政実務が

存在する以上、地域クラブのみ許可不要とすることは法的に矛盾して

おり、成立しない。 

(3) 「条例が存在しないとの市長認識は当時やむを得なかった」との主張

について 

令和８年４月３０日の情報公開により、 
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・行政財産使用料徴収条例が存在していたこと 

・登下校メール機器には条例を適用して行政財産使用許可を発行し

ていたこと 

が明確に確認された。 

したがって、市長が「学校施設の利用料について条例等を定めていな

い」と述べた前提は誤りであり、行政内部の情報共有不足による過失で

あって、法令適用の不統一を正当化する理由にはならない。 

(4) 「本件は財務会計行為に該当しない」との主張について 

行政財産使用料を徴収すべきところ徴収していない事実は、地方自

治法２４２条にいう「財務会計上の怠る事実」に該当することは明らか

である。 

さらに、行政財産使用許可を発行すべきなのに発行していないこと

も、財務会計行為そのものであり、対象外論は成立しない。 

(5) 「前回監査と同一事案であるため再審査できない」との主張について 

前回監査時には、 

・行政財産使用料徴収条例の存在 

・登下校メール機器への条例適用 

・行政財産使用許可書の存在 

を裏付ける行政文書が開示されておらず、監査委員が誤った前提を

排除することは困難であった。 

しかし、令和８年４月３０日の情報公開により、前回監査時には把握

し得なかった新事実が明確に確認された。 

したがって、本件は地方自治法２４２条にいう「同一事案」には該当

せず、別個の財務会計行為である。 

(6) 「公益性が高いから無料でよい」との主張について 

公益性を理由に無料とする場合でも、条例の減免条項に基づく減免

決定が必須である。 

公益性の有無は「条例を適用したうえで減免するかどうか」の判断要

素であり、条例を適用しない理由にはならない。 

(7) 「条例の適用は技術的問題であり違法ではない」との主張について 

行政財産使用料徴収条例が存在するにもかかわらず、これを適用せ

ずに行政財産を使用させることは、 

・地方自治法１４条１項（条例拘束力）違反 

・地方自治法２３７条２項（適正な対価）違反 

・地方自治法２４２条（怠る事実）該当 

という明確な法令違反であり、技術的問題ではなく、法治主義の否定
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である。 

【総括】 

以上のとおり、想定される反論はいずれも本件の事実関係および法体

系と整合せず、成立しない。本件は、行政財産使用料徴収条例の不適用と

いう新たに判明した違法行為を対象とするものであり、監査委員は地方

自治法に基づき適切な是正措置を講ずる必要がある。 

 

第４　監査委員の判断 

１　主文 

本件請求を却下する。 

 

２　理由 

同一住民による同一対象に対する再度の監査請求は、「地方自治法２４２

条１項の規定による住民監査請求に対し、同条３項（注：現行の地方自治法

では、同条第５項が同旨の規定）の規定による監査委員の監査の結果が請求

人に通知された場合において、請求人たる住民は、右監査の結果に対して不

服があるときは、法２４２条の２第１項の規定に基づき同条の２第２項１

号の定める期間内に訴えを提起すべきものであり、同一住民が先に監査請

求の対象とした財務会計上の行為又は怠る事実と同一の行為又は怠る事実

を対象とする監査請求を重ねて行うことは許されていないものと解するの

が相当である。」（最高裁判所第二小法廷昭和６２年２月２０日判決（昭和　

５７年（行ツ）１６４号））とされており、先に住民監査請求の対象とした

財務会計上の行為又は怠る事実と同一の行為又は怠る事実を対象とする住

民監査請求を重ねて行うことは、「一事不再理の原則」により、不適法な請

求とされる。 

また、前記最高裁判決において、「住民監査請求の制度は、普通地方公共

団体の財政の腐敗防止を図り、住民全体の利益を確保する見地から、当該普

通地方公共団体の長その他の財務会計職員の違法若しくは不当な財務会計

上の行為又は怠る事実について、その監査と予防、是正等の措置とを監査委

員に請求する権能を住民に与えたものであって、監査委員は、監査請求の対

象とされた行為又は怠る事実につき違法、不当事由が存するか否かを監査

するに当たり、住民が主張する事由以外の点にわたって監査することがで

きないとされているものではなく、住民の主張する違法、不当事由や提出さ

れた証拠資料が異なることによって監査請求が別個のものになるものでは

ない」とされている。 

もっとも、平成１０年１２月１８日最高裁判決は、同一請求人による同一



- 16 -

対象の再度の監査請求も、監査委員が「適法」な請求を違法に却下した場合

には、認められると解している。 

その上で、本件請求についてみると、本件請求は、同一住民による同一対

象に対する再度の監査請求であり、前回請求と別個の請求と解することは

できない。また、前回請求を不適法として却下したことには何ら違法性がな

いため、「一事不再理の原則」が適用される。 

これらにより、本件請求は「一事不再理の原則」により受理できないもの

である。 

なお、念のため、住民監査請求の対象となり得る「違法若しくは不当な財

務会計上の行為又は怠る事実」には当たらないことについても述べると、学

校施設は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条第１項にいう公

の施設であるとともに、行政財産でもある。行政財産の使用許可については、

地方自治法第２３８条の４第７項が、その用途又は目的を妨げない限度で

使用を許可できる旨を定めている。 

また、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１３７条は、学校教育上

支障のない限り、学校の施設を社会教育その他公共のために利用させるこ

とができる旨を定めており、請求人が提出した事実証明書別紙３市長回答

（令和８年３月３１日付）においても、地域クラブは、これまでの各学校に

おける部活動が担ってきた教育的意義を引き継ぐことを踏まえ、公共性の

高い活動と位置付けたうえで、本市では、地域クラブによる学校施設の利用

を、学校教育法第１３７条の趣旨に基づく「公の施設としての利用」と位置

付けている。 

一方、Ａ社の登下校メール機器に係る校内設備等の使用は、学校の設置目

的とは異なる事業活動に伴う行政財産の使用に当たることから、地方自治

法第２３８条の４第７項に基づく「行政財産の使用許可」として、川西市行

政財産使用料徴収条例（昭和４４年川西市条例第１号）を適用し、当該行政

財産の価額等に着目した使用料を徴収している。 

以上のとおり、両者は利用目的・利用主体・法的根拠・対価設定の考え方

が異なる別個の制度運用であり、請求人が主張する「同一の行政財産使用許

可に同一条例を適用すべきであるのに適用していない」という意味での法

適用の不統一は認められないことから、地方自治法第２４２条第１項に定

める「違法若しくは不当な財務会計上の行為又は怠る事実」を対象とするも

のではなく、監査の対象となる適法な請求に当たらない。 

よって、監査委員の合議により、主文のとおり決定する。 
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別記（請求人から提出のあった資料一覧） 

別紙１－①　令和３年度分　行政財産使用許可書 

別紙１－②　令和４年度分　行政財産使用許可書 

別紙１－③　令和８年度分　行政財産使用許可書 

別紙１－④　令和７年度分　行政財産使用許可書 

別紙２－①ⅰ　令和４年度分　行政財産使用許可申請書 

別紙２－①ⅱ　令和４年度分　行政財産使用許可書 

別紙２－①ⅲ　令和４年度分　使用物件一覧 

別紙２－①ⅳ　令和４年度分　行政財産使用料計算明細 

別紙２－②ⅰ　令和７年度分　行政財産使用許可申請書 

別紙２－②ⅱ　令和７年度分　行政財産使用許可書 

別紙２－②ⅲ　令和７年度分　使用物件一覧 

別紙２－②ⅳ　令和７年度分　行政財産使用料計算明細 

別紙３　市長回答（令和８年３月３１日付） 

別紙４　兵庫県教育委員会回答（令和８年４月２３日付） 

　別紙５　公立学校施設の目的外使用に係る留意事項の周知について（通知）

（令和７年３月２６日付文科省通知） 

 

 

 

 

令和８年６月８日 

 

 

川西市監査委員　　石　田　　有　司 

 

 

 

川西市監査委員　　向　山　　愛　子 

 

 

 

川西市監査委員　　吉　岡　　健　次


